
- 35 - 

議案第４５号  

 

藤沢市公民館条例の一部改正について 

 藤沢市公民館条例の一部を次のように改正する。 

２０２１年（令和３年）９月１日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫    

 

 

 

藤沢市公民館条例の一部を改正する条例 

藤沢市公民館条例（昭和３４年藤沢市条例第１４号）の一部を次のように改正す

る。 

別表藤沢市立善行公民館の項に次のように加える。 

体育室 １,０００ １,５００ 

附 則 

この条例は，令和４年４月１日から施行する。 

 

 

 

提案理由 

この条例を提出したのは，改築した藤沢市立善行公民館体育室の供用を開始する

ことに伴い，その使用料を定める必要による。 


